
 

登校前，児童生徒が在宅時および登下校中 

 

 

 

 

 

ア 登校前，児童・生徒が在宅時の場合の対応 

 

               

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県対象 

自宅待機 

※この場合，市教委から各学校への連絡は特

に行わない。 

※「日本上空通過」とは，他に追尾している

ミサイルやミサイルから分離した落下物

が我が国の領土・領海に落下する可能性が

ないことが確認された後に発せられる。 

※「領海外落下」とは，ミサイル発射情報を

発した後，結果的に本邦の領海外に落下し

た場合を指す。 

※発生時刻によっては保護者等へ「通常登

校」「始業時刻を遅らせ登校」等の連絡をす

る。 

※教職員は，避難解除の後，直ちに学校に参

集する。 
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◇ 状況に応じた対応（児童生徒等の安全確保のための学校・保護者・地域との連携）

ができるように事前に PTA役員会や PTA総会等で説明し理解と協力を得る。 

Ｊアラート・テレビ･ラジオ・インターネット等による 

緊急情報発表 

避難行動 

・日本上空通過，領海外落下

（避難解除） 
領土・領海内に落下 

登 校 臨時休業 

※「臨時休業解除」の判断については，ミサ

イルの発射や着弾の時間帯，被害の発生状

況，国としての状況等によって市教委が行

い，各学校への通知やマスコミへの連絡を

行う。 

※破壊情報があった場合には，引き続き自宅

待機とし，その後の対応について市教委か

ら各学校に連絡をする。 

※教職員が在校時外の場合，教職員は自身や

家族等の安全を確保し，続報等により安全

が確認されてから対応を開始する。 

宮城県対象外 

登 校 



 

イ 児童・生徒が登下校中の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ ミサイルが近くに着弾した場合 

   ◇（１）児童生徒が在校時「ウ」に準ずる。 

児童生徒等の行動 教職員の対応 

◇ 登下校中に，緊急情報が発表された場合に備え，校内の対応体制を構築する。 

◇ 児童生徒には安全確保のための避難行動について指導を行う。 

◇ 保護者や地域の理解と協力が得られるよう，事前に PTA役員会や PTA総会等で 

説明し理解と協力を得る。 

◇ 近隣の小中学校や地域と対応についての情報共有をする。 

宮城県対象のＪアラート等による緊急情報発表 

○校内に児童生徒がいる場合，緊急情報

を放送し，避難行動を呼び掛ける。 

○校舎内で避難行動を取らせる。 

○校内にいる児童生徒等の安全確保。 

 

＜登校時＞ 

○学校のすぐ近くまで登校している場

合は，学校へ避難する。 

○自宅を出たばかりの場合は，すぐ帰

宅する。 

 

＜下校時＞ 

○学校のすぐ近くにいる場合は，学校

へ避難する。 

○自宅に近い場合は，すぐ帰宅する。 

○自宅に誰もいないときには，家に帰

らず，学校へ避難する。 

児童生徒等の保護 

○近くにある建物や地下に避難し窓か

ら離れる。 

○近くに建物がない場合は物陰等に身

を隠すか地面に伏せて頭部を守る。 

○車は燃料のガソリンなどに引火する

恐れがあるため，車から離れたとこ

ろに避難する。 

○安否確認できない児童生徒について

は，安全が確認された後に電話や家庭

訪問等で確認する。 
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○テレビやラジオ，インターネット等で

最新の情報収集を行う。 

○行政（市教委）からの指示があればそ

れに従って，行動する。 

○情報収集に努める。（公共施設・店・

近くの大人など） 

○得られた情報に従って，行動する。 

○領土・領海内に落下した場合は，市教

委の指示に従い，臨時休業，非常時下

校体制（事前の申し合わせに従い,学校

待機･引渡し･一斉下校のいずれか）と

する。 

○亊後の対応について保護者に知らせ

る。 

・電話，一斉メール配信，学校ホーム

ページ等で連絡する。 

〇安全が確認された後に通学路等の児

童生徒の安否確認をする。（緊急連絡

用カードの持参）。 

○保護者に，在宅児童生徒の安否確認を

する。 
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